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第6章 後期高齢者の取扱い 

6.1 後期高齢者に対する健診の位置づけ 

6.1.1 制度上の位置づけ 

第 1 編 1.1.3 特定保健指導の実施内容で述べているように、40～751歳の者を対象とした特

定健康診査は保険者に義務として定められている。一方で、75歳以上の後期高齢者に対する
健診は「高齢者の医療の確保に関する法律」において実施が努力義務として位置づけられ、

保健事業として実施することになる。 
 
 
 
 
 

(1) 基本的な考え方 

75歳以上の者の健診が義務づけされていない理由としては、糖尿病、高血圧症、脂質異常
症で治療を受けている者については、医師とのつながりのもとで、医学的管理の一環として、

必要な検査につなげることが適当であるためである。 
また、糖尿病等の慢性疾患のある者については、主治医がその者を全人的、継続的に診る

取組を進め、療養生活を支える医療を提供することとされている。 
後期高齢者の健診の目的は生活習慣病の早期発見により、医療につなげていくことによる

重症化予防に重点化するものであり、こうした健診の趣旨・目的を明確にして実施してゆく

ことが重要である。 
なお、75歳以上の者については、積極的な行動変容を通じた生活習慣の改善による疾病の
予防よりも、QOL（Quality Of Life）の確保や介護予防といった取組が重要となる。 

                                                   
1 省令改正により平成 21年度より年度中 75歳到達者は特定健康診査の対象者に含まれる。 

<高齢者の医療の確保に関する法律> 
第百二十五条 後期高齢者医療広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他

の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならな

い。 
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(2) 実施する際の留意点 

6.1.1(1)基本的な考え方に示す前提から、標準的な健診・保健指導に関するプログラムで
は、後期高齢者における健診、保健指導について図表 6-1に示す留意点が挙げられている。 

図表 6-1：後期高齢者における健診、保健指導の留意点 

 項番 留意点 
1 後期高齢者についても、糖尿病等の生活習慣病を早期発見するための健診は重要である。 

2 
75歳未満の者に対する健診項目が糖尿病等の生活習慣病に着目したものであるため、後期高
齢者の健診項目については、基本的に 75歳未満と同様の健診項目とする。 

3 
積極的な減量等を一律に行わないのであれば、腹囲については医師の判断等により実施する

ことが適当である。 

4 
心電図等の医師の判断により実施する健診項目については、医師が検査の必要性も含め、受

診勧奨とするか否かを判断し、受診勧奨と判断された者は医療機関において必要な検査を実

施する。 

健
診 

5 
健診の主な目的が、生活習慣病の早期発見であるため、糖尿病等の生活習慣病についてかか

りつけ医を受診している者については、必ずしも健診を実施する必要はない。 

保
健 

指
導 1 

40～74歳と同様に一律に行動変容のための保健指導を行うのではなく、本人の求めに応じて
健康相談・指導の機会を提供できる体制が確保されていることが重要である。 

参考資料：標準的な健診・保健指導に関するプログラム（確定版） 

 

6.1.2 本システムの対象とする範囲 

国保連合会の多くは後期高齢者医療制度の保険者である広域連合から、被保険者管理等の

事務運営を受託しており、また健診の実施機関等についても特定健診と同一となるケースが

多い。こうした前提から、後期高齢者に対する健診については、国保連合会において特定健

康診査とあわせて業務処理を運営することが合理的である。 
このため、本システムにおいては、75歳以上（一定の障害がある者として認定を受けた 65

歳以上 75 歳未満の者を含む。以下同じ。）の後期高齢者医療被保険者に対する健診を対象範
囲に含めている。 
以下に、システム対象範囲とデータ処理要件を示す。 
Â 被保険者台帳情報を保有する後期高齢者を対象範囲とする（生活保護対象者はシステ
ム対象としない）。 
Â 後期高齢者の健診については、実施項目が特定健康診査に準じた項目である場合に対
象とし、保健指導は対象としない。 
Â 後期高齢者の生活機能評価については、特定健康診査と同時に実施され、結果があわ
せて送付され、かつ、標準として規定されたデータであれば、システムでの記録・保

存は可能とする。費用の決済については、基本的な健診と一緒に計算され、生活機能

評価部分の費用は請求内訳書で確認することができる。 
 
本システムでは、後期高齢者について上記の前提のもとで受診券、費用決済処理等の共同

化・効率化を図ることができる。なお、システムにおけるこれらの業務処理の取扱いは、基

本的には特定健康診査と同様であり、以下では特定健康診査と異なる点を中心に説明を行う。 
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6.1.3 実施形態 

後期高齢者を対象とした健診は、保険者である広域連合が行うことが基本である。 
また、受診者の負担軽減のため生活機能評価と一体的に実施することが望まれる。このた

め、後期高齢者の健診の実施形態としては、広域連合が直接実施するほかに、生活機能評価

の実施主体であり、国保の 40～74歳までの特定健診を実施する市町村に委託する方法と、市
町村が後期高齢者の健診の実施主体となり、広域連合が健診費用を補助する方法が想定され

る。 
¸ 広域連合による直営事業 
広域連合が健診機関等と契約を取り交わして実施する。 

¸ 広域連合による市町村への委託事業 
特定健診等を実施している市町村に、健診の実施を委託し、市町村が健診機関等と契

約を取り交わし実施する。 
¸ 市町村が実施する健診への広域連合による補助事業 
市町村が健診の実施主体となり、健診機関等と契約を取り交わして実施し、広域連合

が健診費用を補助する。 
 

図表 6-2：実施形態 

健診業務の委託等
データ管理・費用決済の委託
条件により連携（３者契約、システム外等）

国保
連合会

広域
連合

市町村
健診機
関

委託

契約

市町村への委託

国保
連合会

広域
連合

市町村
健診機
関

補助

契約

市町村への補助

国保
連合会

市町村

広域
連合

健診機
関

契約

広域連合の直営

契約 契約 契約
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(1) 保険者番号の取扱い 

後期高齢者医療制度の保険者番号は、広域連合と市町村等の両方に採番される。 
被保険者証に記載されるのは、市町村等（政令指定都市については市または行政区毎）の

番号である。受診券等に記載される保険者番号は、実施形態によって異なる（図表 6-8参照）。 
保険者番号の付番例を図表 6-3に示す。 
 

図表 6-3：保険者番号の付番例 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 実施形態の違いによるシステムの権限の違い 

特定健診等データ管理システムにおいて後期高齢者のデータを取扱う際には、図表 6-4に
示すとおり実施形態によって関係機関のデータに対するアクセスの権限が異なることに留意

する必要がある。 
 

図表 6-4：実施形態の違いによるデータアクセス権限の違い 

実施形態  データ照会 データ作業・更新 
広域連合 ○ ○ 

直営 
市町村 △ △ 
広域連合 ○ ○ 

委託もしくは補助 
市町村 ○ ○ 

△：直営の場合において市町村と回線を接続した場合においても、受診券・利用券の発行準備、内容登録、発行・

再発行及び受診券発行条件登録はシステムにて行えない。 

（例）

3 9 2 8 2 0 ⑦
× × × × × × ×
2 1 2 1 2 1 2
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ?
6 ＋ 9 ＋ 4 ＋ 8 ＋ 4 ＋ 0 ＋ (1＋4) = 3 6

1 0 - 6 = 4 …検証番号

都道府県番号 市町村番号法別番号

①法別番号、都道府県番号及び市町村番号の各数に末尾の桁を起点として
　　順次2と1を乗じる。
②①で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は、1桁目と2桁目
　　の数字の和とする。
③10と②で算出した数字の下1桁の数との差を求める。ただし、1の位の数が0の
　ときは検証番号を0とする。

総務省において定める市区町村コード
※政令指定都市については、原則として、行政区単位の番号とするが、
  市単位の番号とすることも可能。

※広域連合が直営で実施する場合は「000」を市町村番号に設定する。
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6.2 後期高齢者健診の実施管理 

6.2.1 対象者の管理 

(1) 対象者管理 

後期高齢者の健診は年度初めに 75歳以上の者と年度途中に 75歳に到達した者である。た
だし、年度途中に対象年齢に到達した者については到達後対象者となる。 
特定健康診査は、年度当初 4 月 1 日時点で当該保険者に加入し、その年度中に 40 歳から

75 歳になる者を対象としているのに対し、後期高齢者については、当該年度中に 75 歳とな
る場合は、年度初めに健診対象者として確定することができない。 
年度途中で 75歳になる者に対する健診については、図表 6-5、図表 6-6に示す実施方式と

留意点が想定される。高齢者の受診機会が確保されるためには、保険者においては健診実施

期間や受診券発行方式を勘案し、これらの実施方法を組合せて行う必要がある。 
 

図表 6-5：年度途中に 75歳になる者に対しての健診実施方式 

項番 実施方式 備考 
1 後期高齢者の被保険者マスタに登録された後

に実施する 
 

2 国保において 75歳到達前に特定健診を実施す
る 

75歳未満で受診した場合は、原則後期高齢者の健診の
補助金対象とならない 

 

図表 6-6：年度途中に 75歳になる者に対する健診実施における留意点 

健診実施期間 受診券発行 75歳到達後実施 

一括発行 本システムでは 75歳到達前の受診券発行ができないため適用は困難 通年 

分割発行 年度後半の 75歳到達者については、期間的に受診が困難となる可能性がある 
期間限定 ― 健診実施期間中 75歳に到達しない場合は受診ができない 

 

(2) 除外対象者の管理 

後期高齢者に対する健診は努力義務であるため、特定健康診査とは異なり制度上規定され

ている除外対象者はない。しかし特定健康診査と同様の除外対象者の設定や、糖尿病等の生

活習慣病の療養中、服薬中等の理由により、保険者が除外対象者を設定することが可能であ

る。 

(3) 資格取得者・資格喪失者の管理 

資格取得者・資格喪失者に関しては、被保険者情報を後期高齢者医療請求支払システムか

ら取得するため、特定健診等データ管理システム独自で登録管理等を行う必要はない。 
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6.2.2 受診券の発行 

後期高齢者健診の受診券発行は、特定健康診査の受診券発行と同様の手順（図表 6-7）で
行うことができるが、特定健康診査の受診券発行とは別に行わなければならない。 
なお、後期高齢者に対する健診は努力義務であることから、個人に対して受診券を発行せ

ず健康診査の周知を行うだけの方法も想定される。後期高齢者健診の受診券発行の際に留意

しなければならない作業として、6.2.2(1)受診券発行条件の登録、6.2.2(2)受診券作成に述べる。 
 

図表 6-7：受診券発行の流れ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被保険者マスタの取
り込み（月次）

除外対象者の登録

受診券発行条件の
登録

受診券・質問票の
作成

受診券・質問票の
発送

資格取得者・資格喪
失者の登録

除外対象者の把握

資格取得者・資格喪
失者の把握

受診券記載内容の
登録

被保険者マスタ

後期高齢者の被

保険者管理とし

て実施 
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(1) 受診券発行条件の登録 

受診券の発行条件・登録方法の詳細については特定健康診査の場合と同様のため、

1.2.2(3)(C)受診券記載内容・発行条件の登録を参照のこと。 
なお、受診券発行条件を登録する際に 75歳以上の年齢を指定すると、後期高齢者医療被保

険者となっている 65～74歳の者（障害認定を受けた者）に受診券が発行されないので留意し
なければならない。 

 

(2) 受診券作成 

受診券作成に当って実施形態の違いによる注意点を図表 6-8の表に示す。 
 

図表 6-8：実施形態の違いによる受診券作成の留意点 

 
 

広域連合による直営事業 
広域連合による 
市町村への委託事業 

市町村が実施する健診への 
広域連合による補助事業 

受診券の 
作成 

広域連合で全ての市町村の受

診券を作成する 
ただし、受診券の作成単位は市

町村毎に分割して作成する 

受託先である市町村で作成す

る 
実施主体である市町村で作成

する 

受診券 
整理番号の 
採番単位 

広域連合 市町村毎に採番する 市町村毎に採番する 

保険者等欄の 
編集 

広域連合の保険者番号等 受託している市町村の保険者

番号等 
実施主体である市町村の保険

者番号等 

 
なお、県単位の広域連合の方針で詳細健診を実施しない場合については、受診券面の補足

情報（「※」と「※詳細健診項目は～判断で実施」）の編集は行わない。また地区別コードを

保有していないため、地区別の受診券発行は行えない。 
 

6.2.3 健診結果の活用 

後期高齢者に対する健診は、糖尿病等の生活習慣病の早期発見、本人の残存能力をできる

だけ落とさないようにするための介護予防に重点が置かれている。このため特定健康診査と

は異なり、階層化やメタボリックシンドローム判定を行わないことから、後期高齢者向けの

「健康診査受診結果通知表（図表 6-10）」にはメタボリックシンドローム判定を記載する欄は
ない。ただし、健診結果から医療が必要な場合は確実に医療受診につなげていくことが必要

である。結果通知表においては、保健指導・受診勧奨の判定値との比較で保健指導対象・受

診勧奨対象に該当する健診結果について、網掛け等により強調表示を行う。 
なお、健診受診者リスト画面では、受診勧奨者、保健指導対象者、質問票で薬を使用して

いると回答した者等を表示順として設定できるほか、健診結果を CSVファイルで出力し、こ
うした対象者を抽出することも可能である。健診受診者リスト画面、健診結果 CSVファイル
を活用し、市町村の一般衛生部門が実施する生活習慣相談等に繋げていくことが必要である。 
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図表 6-9：健康診査受診券 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オンライン処理「受診券内容登録」にて登録した

「備考欄（40 文字＋40文字）」が反映される 




